
●●●●●●●●●●●●●●●鳥取県のマスコットキャラクター
とっ とり けん

問合せ先
といあわ      さき

県庁子育て応援課　電話 0857（26）7570
けんちょう こ そだ　　おう えん か       でん  わ

子ども子ども子ども
■名前　メルーナ

■性別　女

■名前の由来

　童話（メルヘン）と月（ルナ）でメルーナ

■特徴　すべてを受け入れる包容力と

　　　　やさしさを持つお姫様｠

　な　まえ

せいべつ　　おんな

　な　まえ　　　ゆ　らい

どう　わ　　　　　　　　　　　　　つき

とくちょう　　　　　　　　　 う　　　い　　　　ほうようりょく

　　　　　　　　　　　　　　　　　も　　　　　ひめさま

■名前　バージュ

■性別　男

■名前の由来

　　　　鳥（バード）と太陽（ソレイユ）
　　　　でバージュ

■特徴　元気でわんぱくな王子様｠

　な　まえ

せいべつ　　おとこ

　な　まえ　　　ゆ　らい

　　　　　　とり　　　　　　　　　　たいよう

とくちょう　げん　き　　　　　　　　　　　　　おう　じ　さま

鳥取砂丘こどもの国に、新しい大型

遊具『ドリームキャッスル』が完成

したよ。お城の中に、ローラーすべ

り台や展望台を兼ね備えた大型複

合遊具だよ。ぜひ遊びに来てね！

とっとりさきゅう　　　　　　　　くに　　　あたら　　　　おおがた

ゆう　ぐ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かんせい

　　　　　　　　　しろ　　なか

　　だい　　てんぼうだい　　　か　　　そな　　　　 おおがたふく

ごうゆう　ぐ　　　　　　　　　　あそ　　　　 き

青谷上寺遺跡イメージキャラクター
あお や かみじちいせき

出土した琴をモチーフにしました。琴板の穴が鼻と口に見えたので描きました。

作者
しゅつど　　　こと　　　　　　　　　　　　　　　　　こといた　 あな　 はな　くち　　み　　　　　　　 か

やま もと  あ   こ

鳥取市立青谷小学校　山本安古さん
「ことたん」

子育て王国とっとり条例について学ぼう

子育て王国とっとり条例をつくったよ！

子育て王国とっとり条例って何？

役割分担って具体的にどんなことをするの？

役割分担のイメージ図

地域における子ども
を見守る活動など

仕事と家庭生活の両立が
できる働く環境の整備

専門的な知識・経験
を生かした支援 県全体における

子育て支援

子育てに
ついての責任

地域の特性を
生かした子育て支援

県全体での
子育て支援
少子化対策

・希望のかなう結婚、妊娠、出産を支援するため

　→結婚したい人や子どもを望んでいる人を応援します

・安心に満ちた子育てと豊かな子どもの学びを支援するため

　→学校での教育の充実や地域での子育て環境の充実を目指し

　　ます

・安心して子育てできるための職業生活と家庭生活との両立を

　支援するため

　→働きながら子育てしやすい会社が増えるように応援します

・きずなを強く地域みんなで取り組む子育てを支援するため

　→子育てを支援する団体、企業、店舗、個人など地域ぐるみで子育

　　てを応援します

鳥取県で生まれている子どもの状況

・合計特殊出生率とは…１人の女性が一生の間に産む子どもの数

・出生数とは……………その年に産まれた子どもの人数

ごうけいとくしゅしゅっしょうりつ　　　　　　　　　　　り　　　じょせい　　　いっしょう　　あいだ　　　う　　　 こ　　　　　　　　かず

しゅっしょうすう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とし　　　う　　　　　　　　 こ　　　　　　　　にん ずう

第１子・・・・・兄弟姉妹のうち１番目に生まれた子ども

第２子・・・・・兄弟姉妹のうち２番目に生まれた子ども

第３子以上・・・兄弟姉妹のうち３番目以降に生まれた子ども

だい　　　　し　　　　　　　　　　　　　　　きょうだい　し　まい　　　　　　　　　　　　ばん　め　　　　　う　　　　　　　　　こ

だい　　　　し　　　　　　　　　　　　　　　きょうだい　し　まい　　　　　　　　　　　　ばん　め　　　　　う　　　　　　　　　こ

だい　　　　し    い  じょう　　　　　　　　きょうだい　し　まい　　　　　　　　　　　　ばん　め　　い　こう　　　　う　　　　　　　　　　こ

放課後児童クラブへの助成

クラブの運営に必要な費用を県と

市町村で一部負担しているよ

ほう　か　ご　じ　どう　　　　　　　　　　じょせい

　　　　　　うんえい　　ひつよう　　　ひ　よう　　けん

　しちょうそん　　いち　ぶ　ふ　たん

保育料の軽減

第３子以上の保育料を

軽減しているよ

ほ いくりょう　けいげん

だい　　 し いじょう　　 ほ いくりょう

けいげん

地域のボランティア組織

とっとり子育て隊

自分にできることから子育て支援に

取り組もう！

ち　いき　　　　　　　　　　　　 そしき

こ そだ　　たい

じ ぶん　　　　　　　　　　　　　　　　 こ そだ　　 し えん　　

と　　　く

お父さんのための

子育て応援手帳の配付

パパの子育てを応援！

とう

こ そだ　　おうえんてちょう　　はい ふ

こ そだ　　　　おうえん

子どもの医療費助成

安心して病院にかかれるよう、中学校

卒業までの子どもの医療費を県と

市町村で負担しているよ

こ　　　　　　　いりょうひ じょせい

あんしん　　　 びょういん　　　　　　　　　　　　　　　ちゅうがっこう

　そつぎょう　　　　　　こ　　　　　　　いりょうひ　　　けん

　　　　　　しちょうそん　　ふ　たん

とっとり育児の日

毎月１９日はとっとり育児の日。

早めに家に帰って家族そろって

団らんしよう！

いく　じ　　 ひ

まいつき　　　　にち　　　　　　　　　　いく じ　　　ひ

 はや　　　　いえ　　かえ　　　　 かぞく

　　　　　　　 だん

第３子以上の出

生数は平成２０

年から毎年増加

しています

だい　　 し いじょう　　しゅつ

しょうすう　　へいせい

ねん　　　　まいとしぞう か

　まず条例とは、県が決めることができる一番大きなルー

ルのことだよ。

　鳥取県はこれまでも、子どもを安心して産み育てること

ができる社会、子育てするなら鳥取県と言われる地域を目

指して、子育てを応援するいろいろな取組をしてきたんだ。

鳥取県内でも、県民ひとりひとりや、地域全体で子育てを

応援したいという気持ちが高まってきているよ。

　条例を作ることで、鳥取県がこれまで以上に子育てしや

すい環境づくりに取り組んでいくという強い意志や、これ

から取り組んでいきたいと考えている内容について、県民

みんなへ伝えることができるんだ。

　条例の中には、目標を実現するために、それぞれがどんな役割

を果たしたら良いのかが決められているよ。

たとえば、
県・市町村は・・・

　子育て支援の取組を推進したり、子育て支援に取り組む人材の

確保・育成を行います。

保護者は・・・

　子どもを大切にして、生きる力を身につけさせ、心身共に健や

かに成長できるよう努めます。

子育て支援団体は・・・

　専門的な知識と経験を生かして、子育

て支援を積極的に行います。

事業主（会社）は・・・

　仕事と家庭生活の両立ができるよう、

働く環境を整えていきます。

県民ひとりひとりは・・・

　子どもや子育てに関心を高め、地域の

子育て支援に協力します。

じょうれい　　　　　　けん　　　き　　　　　　　　　　　　　　　　　　いち ばん おお

とっとり けん　　　　　　　　　　　　　　　　こ　　　　　　　 あんしん　　　　　う 　　 そだ

じょうれい　　なか　　　　　　　もくひょう　　じつげん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　やく わり

は　　　　　　　　　　よ　　　　　　　　　　き

こ　そだ　　　しえん　　　とりくみ　　 すいしん　　　　　　　　　 こ　そだ　　　しえん　　　と　　　　く　　　じんざい

こ　　　　　　　　たいせつ　　　　　　　　　い　　　　　ちから　　み　　　　　　　　　　　　　　しんしんとも　　　すこ

せんもんてき　　　ち しき　　 けいけん　　　い　　　　　　　　　　こ　そだ

しえん　　　せっきょくてき　 おこな

し　ごと　　　か てい せい かつ　　りょうりつ

こ　　　　　　　　こ　そだ　　　　かんしん　　　たか　　　　　ちいき

こ　そだ　　　しえん　　 きょうりょく

はたら   かんきょう　 ととの

せいちょう　　　　　　　　　　 つと

かく ほ　　　いくせい　　おこな

けん　　 しちょうそん

ほ　ご　しゃ

こ　そだ　　　しえん　だんたい

じぎょうぬし　　 かいしゃ

けんみん

しゃかい　　　こ　そだ　　　　　　　　　　　とっとり けん　　　い　　　　　　　　ち いき　　　め

ざ　　　　　　　  こ そだ　　　　　おうえん　　　　　　　　　　　　　　　 とりくみ

とっとりけんない　　　　　　　けんみん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ち いきぜんたい　　　こ　そだ

おうえん　　　　　　　　　　　　　　き　も　　　　　たか

じょうれい　　 つく　　　　　　　　　　　とっとり けん　　　　　　　　　　　 いじょう　　　こ そだ

かんきょう　　　　　　　　　と　　　く　　　　　　　　　　　　　　　　 つよ　　　い　し

と　　　く　　　　　　　　　　　　　　　　 かん　　　　　　　　　ないよう　　　　　　　　　　　 けんみん

つた

こ　　そだ　　　　　おう　こく

こ　そだ　　　おう こく　　　　　　　　　　じょう れい やく わり ぶん たん　　　　　　　　　　　　　 ず とっとり けん　　　　う　　　　　　　　　　　　　　こ　　　　　　　　じょうきょう

やくわり ぶん たん　　　　　　ぐ　たい てき

と　　　　く

き　ぼう　　　　　　　　 けっ こん　　 にんしん　　しゅっさん　　　し えん

あんしん　　  み　　　　　こ　そだ　　　　　ゆた　　　　 こ　　　　　　　 まな　　　　　し　えん

あんしん　　　　　こ そだ　　　　　　　　　　　　　　　しょくぎょうせいかつ　　　か てい せいかつ　　　　 りょうりつ

し　えん

はたら　　　　　　　　　こ　そだ　　　　　　　　　　　かいしゃ　　　ふ　　　　　　　　　　　　おうえん

つよ　　　ち いき　　　　　　　　　と　　　　く　　　こ　そだ　　　　　し　えん

とく　　 し えん　　ひつよう　　 こ　　　　　　　　       か てい　　すこ　　　　　　せいかつ　　 し えん

しょう　　　　　　　　　　　かた　　　　とく　　　し　えん　　ひつよう　　　こ　　　　　　　か　てい　　 あんしん

ゆた　　　　 くら　　　　　　　しゃかい　　 め　ざ

こ　そだ　　　　　し えん　　　　だん たい　きぎょう　 てん ぽ　　こ　じん　　　　ち　いき　　　　　　　　　こ　そだ

おうえん

がっこう　　　　きょういく　　じゅうじつ　　　ち いき　　　　　こ　そだ　　かんきょう　　じゅうじつ　　　め　ざ

けっこん　　　　　　　ひと　　　こ　　　　　　　のぞ　　　　　　　　　ひと　　 おうえん

こ　そだ　　　おう こく　　　　　　　　　じょうれい　　　　　なに

こ　そだ　　　おう こく　　　　　　　　　じょうれい

き

じょう　れい まな

子育て王国とっとり条例ではどんなことが

決めてあるの？

　条例の目的として、鳥取県やみんなが住んでいる市町村、

お父さんやお母さんが働いている会社、鳥取県に住んでい

る人たちが、みんなで協力し合って、子育てを応援してい

こうということが決めてあるんだ。

　条例の基本的な考え方として、次のことが決めてあるよ。

①すべての子どもと子どもを産み、育てる人が、必要な時に、

必要な支援（手助け）を受けられる環境を目指すこと

②みんなで役割分担をして、子育てを応援していくこと

③個人の価値観を大事にすること

④地域の良いところを十分生かすこと　

　この４つの考え方を基本に、子育て支援に取り組んでい

くよ。

じょうれい　　もくてき　　　　　　　　　 とっとりけん　　　　　　　　　　　　す　　　　　　　　　　しちょうそん

じょうれい　　　き ほんてき　　かんが　　かた　　　　　　　　　つぎ　　　　　　　　　き

こ　　　　　　　  こ　　　　　　　 う　　　　 そだ　　　　 ひと　　　  ひつよう　　 とき

ひつよう　　　し　えん　　　て だす　　　　　　　う　　　　　　　　　　かんきょう　　 め　ざ

やくわり ぶんたん　　　　　　　　　 こ そだ　　　　　おうえん

こ じん　　　か　ち　かん　　だい　じ

ち いき　　　よ　　　　　　　　　　　 じゅうぶん い

かんが　　かた　　　き ほん　　　　　こ　そだ　　　し えん　　　と　　　 く

とう　　　　　　　　　かあ　　　　　　　はたら　　　　　　　　かい しゃ　　　とっとりけん　　　す

ひと　　　　　　　　　　　　　　　　　　きょうりょく　　 あ　　　　　　　 こ　そだ　　　　 おう えん

き

子育て隊の活動

ベビーマッサージ教室

こ　そだ　　　たい　　　かつ どう

だん せい　　　いく　じ　きゅうぎょう そくしん

もり

ほ　いく

しょうれいきん こう　ふ　しき

きょうしつ

男性の育児休業促進

奨励金交付式

森のようちえんで

のびのび保育

結婚を応援
けっこん　　　　おう えん

どんなことに取り組んでいくの？

・特に支援が必要な子どもとその家庭の健やかな生活を支援するため

　→障がいのある方など特に支援が必要な子どもや家庭が安心し

　　て豊かに暮らせる社会を目指します

県民の役割
けんみん　　 やく わり

ち  いき　　　　　　　　　こ
し  ごと　　 か てい せい かつ　  りょうりつ

はたら　　かんきょう　せい　び

けんぜんたい

こ  そだ　　  し　えん

せんもんてき　　　ち しき　　けい けん

けん　ぜん　たい

こ　そだ　　　　 し　　えん

しょう　し　　か　 たい　さく

こ　そだ

ち　いき　　とくせい

い　　　　　　　こ　そだ　　 し  えん

せき にん

い　　　　　　　 し  えん

み  まも　　かつ どう

事業主の役割
じぎょうぬし　　 やく わり

県の責務
けん　　 せき　む

支援団体の役割
し　えんだんたい　　  やくわり

保護者の役割
ほ　ご　しゃ　　 やくわり

市町村の責務
しちょうそん　　 せき  む

子育て王国
とっとり会議

　子育て王国とっとり会議では、子育て支援

に関する鳥取県の取組のチェックをするよ。

　見直しが必要なことや、取組が不十分なと

ころについて改善していくよ。

こ　そだ　　　おう こく

かい  ぎ

こ　そだ　　 おうこく　　　　　　　　　 かい　ぎ　　　　　　　 こ　そだ　　　し　えん

み　なお　　　　　ひつよう　　　　　　　　　　　 とりくみ　　　ふじゅうぶん

かいぜん

かん　　　　 とっとりけん　　　とりくみ

子育て王国とっとりの主な取組
こ　そだ　　　おう こく　　　　　　　　　　　　　おも　　　とり くみ

合計特殊出生率は全国平均を

上回っています

ごうけいとくしゅしゅっしょうりつ　 ぜんこくへいきん

うわまわ

しょうちゅうがく  せい    む　                とっ  とり  けん　       とり   くみ        しょうかい　           

こ けん
せい

小中学生向けに鳥取県の取組を紹介しています。

36

問合せ先 県教委体育保健課　電話 0857（26）7922

※各種学校、スポーツ少年団、市町村教育委員会に配布しています。
　また、下記ＨＰに掲載しています。とりネット内 体育保健課ホームページをご覧ください。

※リーフレットも用意してあります。
　必要なときは連絡をして下さい。

こどもいじめ人権相談窓口

ijime-soudan@pref.tottori.jp
毎日24時間☎ ０８５７-２９-２１１５

子どもの人権110番(法務省・鳥取地方法務局) 月～金
8：30～17：15☎ 0120-007-110（　　　　　　）全国共通・無料

IP通話不可

☎0857-27-3751（　　　　　　）通話料有料
IP通話可

ヤングテレホンメール（県警察本部少年課）

youngmail@pref.tottori.jp
☎ ０８５７-２９-0808

こども電話相談（児童相談所）
月～金
8：30～17：00

月～金
8：30～17：15
メールの受付は
毎日24時間

☎ 0857-29-5460
☎0858-22-4152

教育センター 月～金
8：30～17：15☎ 0857-31-3956

(中央・鳥取) 

☎0857-26-7930小中学校課

☎0857-26-7540高等学校課

☎0857-26-7810特別支援教育課

( 倉　　吉 )

☎0859-33-2020( 米　　子 )

●次の機関でもいじめの相談を受け付けています●

●全般的な教育相談●

月～金
8：30～17：15

 

●体罰など、いじめや不登校以外の相談は●

「鳥取県いじめの防止等のための基本的な方針」

子どものスポーツ活動ガイドラインを策定しました

学校

保護者

スポーツ指導者

市町村教育委員会

いじめなどに関する相談窓口

　この「鳥取県いじめの防止等のための基本的な方針」は、鳥取県内で、全ての児童生徒が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組む中で、学
びの質を高めながら心豊かに成長していくことができるよう、学校・家庭・地域を挙げていじめの問題に取り組んでいくための基本的な理念や内容に
ついて示したものです。この基本方針は、どなたにも読みやすい文量、平易な表現とし、次のような内容を示しています。ここでは紙面の都合上一部分
のみ紹介します。（全文は鳥取県教育委員会のホーム－ページに掲載しています） 

運動部活動顧問､外部指導者の方は
必ず読んでください。

スポーツ少年団等の会合や研修会
で利用ください。

自分の指導の振り返り
⇒セルフチェックを活用ください。

スポーツ少年団､スポーツ推進委員
の研修会等で利用ください。

　夢や目標を持ち、主体的にスポーツ活動に
取り組む子どもたちをめざし、子どもたちの
スポーツ活動に携わるすべての指導者、保護
者等の関係者が自らの指導のあり方や関わり
方を見直し、改善するための指針として策定
しました。
　子どもたちのスポーツ活動における指導の
あり方や運営方法などについて、現在の活動
を振り返っていただき、改善すべき点につい
ては見直していただくなど、積極的に活用し
てください。

こんな時に
利用できます！

「 Ⅱ  いじめに対する基本的な認識」より
○　いじめは、全ての児童生徒に関係する問題であり、児童生徒がいじ
めを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう、児童生
徒のいじめ問題に対する理解を深めることが大切です。
○　いじめの防止や解決は、学校だけではなく、児童生徒、家庭、地域、
関係機関等がそれぞれの立場からその責務を果たし連携して取り組
むことが大切です。

「 Ⅲ  いじめの防止等に関する方針等」より
１　鳥取県における取組
○　いじめの防止等に関係する県内の機関及び団体の連携を図るため
に設置する「鳥取県いじめ問題対策連絡協議会」の機能を活かすこと
により、本県におけるいじめの防止等に向けた取組を推進します。
○　児童生徒が自主的に行ういじめの防止等に資する活動を支援しま
す。

２　学校における取組
○　各学校においては、「○○学校いじめ防止基本方針(仮称)」を策定

し、年間を通じた総合的ないじめの防止等のための計画等を作成し、
いじめ防止に向けた取組の一層の充実を図ります。
○　各学校に設置する「いじめの防止等の対策のための組織」等を中
心に、学校を挙げていじめの防止等に取り組みます。
○　いじめに直面したときに、適切な行動ができる児童生徒の育成を
めざします。
○　児童生徒自らが、いじめの問題性に気づき、考え、防止に向けて行
動を起こせるような自主的な取組を推進します。

３　家庭における取組
○　保護者は、子どもたちへの教育の第一義的責任を有します。その保
護する児童生徒がいじめを行うことのないよう、児童生徒に対し規範
意識を養うための指導その他必要な養育・指導を行うよう努めます。
○　保護者は、国、地方公共団体、学校設置者及びその設置する学校
が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めます。
○　保護者は、 いじめに関わる心配等がある場合には、家庭だけで悩
まず、積極的に学校や関係機関等との連携をとるよう努めます。

http://www.pref.tottori.lg.jp/93086.htm


